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令和８年４月 

 本方針は、「いじめ防止対策推進法」（平成２５年９月２８日施行 以下「法」という）を踏まえ、高富小学

校の全ての児童が誰一人悲しい思いをすることなく、安心して楽しく充実した学校生活を送ることができるよう、

望ましい人間関係を築き、いじめを早期発見し、「いじめ問題」を根絶することを目的に策定するものである。 

 

 １ いじめ問題に対する基本的な考え方 

 

（１）いじめのとらえ 

 「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的

関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるもの

を含む）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。（法第２条） 

 

（２）基本認識 

 ・いじめは、「人としていかなる場合においても絶対に許されない」ものである。 

 ・いじめは、「本校のどの児童にも起こり得る」ものである。 

 ・いじめは、「見ようと思って見ないと、見つけにくい」ものである。 

 

（３）学校としての構え ～ いじめ見逃しゼロ ～ 

・児童の心身の安全・安心を最優先に、危機感をもって未然防止、早期発見と早期対応、並びにいじめ問題へ

の対処を行い、一人一人の児童を守る。 

 ・いじめ問題の未然防止や根絶に向けて、全教職員が一枚岩になって、組織的な指導体制により全教職員で問

題解決に当たる。 

  ・「いじめは、人として絶対に許されない」という意識を、教育活動全体を通じて指導に当たり、全ての児童

に徹底する。 

  ・「いじめをしない、させない、許さない」学級及び学校づくりを推進する。 

  ・いじめが解消したことを即断することなく、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行い、保

護者と連携を図りながら見届ける。 

 

 ２ いじめの未然防止のための取組 

 

（１）心地よい規律がある学級及び学校づくり 

 ・基本的な生活習慣に心地よさを感じられるように、望ましい姿やその意味を児童とともに確かめたり、取り

組む姿を認めたりする。 

 ・ＳＷ-ＰＢＳの考え方に基づいた、すべての児童を対象とした一次支援を行う。具体的には、学級や全校の「宝

物」をつくり自治的な風土が生まれるように、全校が一丸となる取組を実施したり目標に向けた努力の積み

重ねを明確にしたりする。 

 ・係や委員会、掃除や給食などを責任もって取り組み、学級や全校に貢献できるように、仕事の内容や取り組
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み方を明確にしたり、創意工夫できる場を設けたりする。 

  

（２）確かな学力を身に付けさせる授業づくり 

 ・全ての児童が「分かった」「できた」「考えることが楽しい」という充実感や達成感を味わえるように、仲

間と学び合う学習や個に応じた指導を充実する。 

 ・生活科や総合的な学習の時間を充実し、地域の人や自然に直接関わり、地域の人や自然に感謝する気持ちを

育んだり、障がいのある人を含め全ての人を大切にしたりできるようにする。 

 ・道徳の時間を要として、全教育活動を通して全ての児童に、命や人権を大切にする心や規範意識が育つよう

にする。 

 ・くらしの中にある偏見や差別を見抜き、偏見や差別を許さない人権尊重の気風がみなぎる学校づくりを推進

するために、「ひびきあい活動」の取組を充実させると共に、全教育活動を通して「認識力」「自己啓発力」

「行動力」を培う。    

 

（３）よいところみつけを核にした人権教育 

  ・学級目標に照らして、仲間を思いやったり、仲間の幸せのために行動できたりしたことを常に評価し続ける。 

 ・各学級で「ちがいを認め、協働できる子」について考えることを通して、一人一人がかけがえのない存在で

あることや、仲間に悲しい思いをさせないことを意志決定させ、行動に移せるように指導する。 

 ・「よいところみつけ」の取組を中心に、自己肯定感や自己存在感を味わいながら、望ましい人間関係をつく

ることができるよう、一人一人のよさや頑張り、成長を認め合える学級経営を行う。 

 ・「心の宝物」を教職員の合言葉とし、児童一人一人のちょっとした変化を見逃さず声をかけたり、少しの頑

張りや成長も見逃さず位置付けたり価値付けたりすることを指導の基本とする。 

 ・全職員で全校児童のよいところを見つけ、学級、学年を超えて見届ける。 

 

（４）保護者と共に歩む学校づくり 

 ・インターネット等でのいじめを未然に防止するために、児童への指導のみならずＰＴＡ総会や学級懇談会、

家庭教育学級等の場を活用し、教職員及び保護者との間で共通理解を図り、情報モラル教育の推進を図る。 

 

 ３ いじめの早期発見と早期対応 

 

（１）的確な情報収集と校内連携体制の充実 

 ・いじめの早期発見と早期対応ができるように、学級担任や全教職員による毎日の日常的な声かけや行動観察

を行い、児童のわずかな変化の把握に努める。 

  ・とらえた事実やその要因分析について、毎週行われる生徒指導交流を通して共通理解し、スクールカウンセ

ラーも含めて問題の解決に向けて組織的に対応する。 

  ・県のいじめ調査等を実施し、「いじめ未然防止・対策委員会」で、一人一人の状況を確認する。 

 ・「心のアンケート」を実施後、学級担任と全児童との教育相談の機会を位置付けるなど、児童の悩みに関す

る相談・支援体制の充実を図る。（こどもＳＯＳ２４、こどもサポートセンター等） 

 

（２）教育相談の充実 

 ・教職員は、問題が起きている・起きていないに関わらず、常に受容的かつ共感的な態度で児童の声に耳を傾

け、情報収集や児童理解に努める。また保護者に対しても、職員全員が相談窓口であることを周知する。 



3 
 

  ・常に危機意識をもって生徒指導主事や教育相談担当を中心に、学級担任、養護教諭、特別支援教育主任など、

全教職員が自分の役割と責任を相互理解した上で協力し、保護者や関係諸機関と積極的に連携を図る。 

 

（３）教職員の資質向上 

 ・毎月の職員会や夏季休業中の研修会はもちろん、必要に応じて研修会を行い、様々な資料を活用したりスク

ールカウンセラーから指導を受けたりして充実した研修会を行う。 

  ・校内に限らずいじめの事案があったときには、即対応し、以降の指導に生かすように研修会を適宜行う。 

 

（４）保護者との連携の充実 

 ・４月のＰＴＡ総会で、いじめ防止の基本方針を説明し、学校と保護者が一枚岩になって取り組むことを共通

理解したり、学級懇談会で常に話題にしたりする。  

  ・いじめの事実が確認された際には、いじめた側、いじめを受けた側ともに保護者への報告を行い、謝罪の指

導を親身になって行う。その指導の中で、いじめが絶対に許されないことを十分に指導する。 

 ・保護者の理解や協力を十分に得ながら指導に当たり、児童の今後の成長に向けて一緒になって取り組んでい

こうとする前向きな協力関係を築く。 

 

（５）関係諸機関との連携の充実 

 ・いじめの問題を学校だけで抱え込まず、解決のために日頃から市教育委員会や警察、子育て支援課や学校運

営協議会とのネットワークを大切にし、問題の迅速かつ適切な解決と未然防止に努める。 

 ・インターネット上の誹謗中傷等については、保護者との協力を得ながら迅速に事実関係を明らかにするとと

もに、状況に応じて警察等との関係諸機関と連携して解決に当たる。 

 ・いじめ防止教育として「いじめを考える日（思いやりウィーク）」を設けたり、ＳＯＳの出し方教育や情報

モラル教育等のプログラムを実施したりして児童の人権意識の向上を図り、未然防止や再発防止に努める。 

 

４ いじめ問題発生時の対応 

いじめ問題発生時・発見時の初期対応【組織対応】  「いじめ未然防止・対策委員会」 

 〔重点・対応順序〕 

① いじめの訴え、情報、兆候の察知  

→管理職等への報告、生徒指導交流を通して職員への周知、対応方針の決定をする。 

② 事実関係の確実な把握 

→複数の教職員で組織的に、保護者の協力も得て、その背景も十分に聞き取る。 

③ いじめを受けた側の児童への心のケア 

  →必要に応じて、スクールカウンセラーや外部専門家に力を借りて誠実に対応する。 

④ いじめた側の児童への指導 

  →共感的理解に徹し、その背景についても十分踏まえ指導する。 

⑤ 保護者への報告と指導の協力依頼 

  →いじめた側の児童及び保護者の謝罪も含み、指導に当たる。 

⑥ 関係機関との連携 

  →市教育委員会への報告、警察や児童相談センター等との連携も行い、再発防止に努める。 

⑦ 経過の見守りと継続的な支援 

  →いじめられた側、いじめた側の保護者との連携を図り、再発防止と見届けを行う。 


